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Ⅰ．はじめに

　地域医療の先進地として長野県佐久市はその知名度を
少しずつ海外まで浸透させている。筆者は 4年前より台
湾の看護学生や施設で働く施設長や管理者、そして看護
師などを引率し、この佐久地域で行われている介護や、
看護師と介護福祉士の多職種連携などについて情報を発
信してきた。
　2017年 4月佐久大学では、国際交流・教育センター
を立ち上げ、各国からの看護や介護に関する研修を引き
受けている。発展途上国への支援的研修が行われている
一方、アジア、特に台湾から日本の高齢者ケアについて
高度な学習を希望する大学や病院機関からのアプローチ
が目立つようになってきた。しかし、文化も政治、経済

構造が異なる国同士の交流は共通言語がないため、一方
的な講義や説明になりがちである。そのため、受入れ側
として日本の大学教員や協力いただく視察先の方へより
多くの台湾介護情報を伝える必要性があると感じた。
　そこで、本研究は台湾政府がこれまでどのような経緯
で介護政策を広げてきたのか、また 2017年にスタート
した「長期照顧十年計画 2.0」の重要課題でもあるレベ
ル A、レベル B、レベル Cによる地域ケアの新システ
ムについてまとめ、問題点を考察する。

Ⅱ．台湾の福祉政策

　台湾の高齢者ケアを取り巻く環境は、日本と大きく異
なり、検討されている介護保険は未だ導入されていない。
1945年の第二次世界大戦終戦時、日本の 50年間の統治
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に幕を閉じ、台湾は中華民国へ返還され年号が「民国」
に変わった。戦後、日本へ移住した人もいるが、多くは
台湾に残り台湾人として名前を新たに与えられ、中国文
化を学びなおし生活をする子供や若者がいた。その多く
が現在の 80代以上の高齢者たちである。
　台湾の高齢者施設へ視察に行くと 80代以上の高齢者
の中には、日本語の童謡を懐かしそうに歌いだす人もい
れば、統治時代に使用した日本語の氏名を流暢な日本語
で教えてくれる。また、物の名前が日本語と同じ発音を
するものも多くあり、まったく異なった文化とは言いが
たく、どこかに懐かしさを感じることすらある。人口
2300万人強の台湾は、日本と同様少子高齢化社会が急
速に進み、高齢者ケアは国の重要な政策のひとつとなっ
ている。しかしながら、高齢化スピードが加速する中、
実際の介護現場は政策に追いついていかないという問題
を抱えている。

1．台湾の長期ケアにおける歴史的変遷

　台湾の介護政策の歴史的変遷は、すでに台湾人学者ら
が次のように区分している。要介護者を対象にした長期
ケアサービスを提供する法律の変遷とその内容を筆者が
日本語に訳し、重要な部分のみをまとめた。
1）発芽期　1980 年～1993 年

　1980年以前における台湾の介護サービスを提供する
ための政策は無いに等しかった。1980年に「老人福利
法」が正式に施行されたと同時に「残障福利法」（日本
語では障害者福祉法と訳す）が制定され、障害者施設の
普及が始まる。平均寿命が日本と同じように長くなって
いることや、医療技術の発展により、高齢者人口が増え
続ける台湾では、多様な疾病をもつ高齢者のケアを従来
のように家庭で担えなくなってしまった。その主な理由
として、女性の社会進出や老親と子の別居化など、原因
は日本と類似している。
　台湾の高齢化率が 7％を超えたのが 1993年であり、
この年に「国民保健計画」を行政院衛生署が立ち上げた。
計画における最大の目的は、中高年の疾病予防と長期ケ
アサービスの提供であった。さらに、政府はサービスの
提供と施設の開設にも意欲的であり、新たな施設設置に
さまざまな奨励制度を実施した。この時期に台湾の施設
運営・設置基準を明記した「護理機構設置標準」や訪問
看護、ナーシングホーム、ディサービスなどについて内
容が定められた。
2）制度建設期　1994 年～1997 年

　1994年に「全民健康保険法」（日本の国民皆保険と同

類のもの）が制定され、1995年の施行から、国民だれ
もが医療サービスを受けられるようになった。また医療
におけるさまざまな条項がこのころにできた。例えば、
末期癌患者のホスピス規定が制定されたほか、当時の 4

つの大きな病院に対し国は「退院計画」を導入するなど
の動きがあった。これらにより、台湾の医療体制も大き
く変わり、質と効率の両方に成果を求めるようになった。
　高齢者においては、1997年に「老人」とされる対象
年齢を 70歳から 65歳に引き下げ、高齢者ケアを提供し
ていた「老人福利施設」のサービスを長期ケア施設、養
護施設、安養施設、文康施設、サービス施設の 5分類に
した。
　更に、同年行政院衛生署の発表した「衛生白書」では
「今後の長期ケアは、地域によるケアサービス提供をメ
インとし（70％）、施設ケアはサブケア（30％）とする。」
と第一の高齢者における重要政策のひとつとして掲げた。
第二に「老人長期照護三年計画」が実施され、窓口一本
化によるコミュニティベースのシステム導入や、継続的
かつ統合的なケアシステムの構築、病院やナージングホ
ームへ認知症や呼吸器に長期依存する患者の特別ケアモ
デルの構築を重要な政策のひとつとした。そこで、台北
市初の『長期ケア管理センター』1）を設立し、全国的な
模範となるよう活動がはじまった。
3）資源発展期　1998 年～2001 年

　この時期に高齢者を対象にした法令の多くが修正され
たり、新たな政策を取り込んだりしている。高齢者だけ
を対象にした「老人長期ケア 3年計画」や「高齢者施設
設置要項」、低所得独居老人を対象にした「緊急救助・
援助ホットライン」などが新たに設置されている。
　1999年ごろからは、高齢者を対象にした動きが増し
て目立つようになった。同年に台湾で九二一大地震が起
き多大なる被害を及ぼし、台湾は震災によって障害者と
なった人たちへの生活支援と医療および長期ケアを重要
視し、更なる支援サービスの提供を呼びかけた。
　このような出来事もあり、障害者の受入れや寝たきり
の生活の場として、多くの個人事業主による介護施設が
増加した。50床以下の介護施設は個人でも設置できる
ため、徐々に増え続ける中、施設内のサービスにおける
質のばらつきが問題になったことで、長期ケアを提供す
る各施設への監督、罰則、人材育成にも国は新制度を導
入し、力を入れ始めたのがこの時期である。
4）産業化時期　2002 年～2008 年

　2002年には、初の高齢者保護を目的とした重要な政
策（「加強老人安養服務方案」）が制定された。これは台
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湾の高齢者ケアの法律のなかでも最も今の形に近いもの
だと思われる。その内容には、居宅サービス、ファミリ
ーサポート支援、老人保護ネットワークシステムの構築、
バリアフリーの生活環境と住宅の推進、保健と医療的ケ
アサービス、施設サービス、補助金および地域保険、ケ
アと社会的参与、専門人材と訓練、教育と広報の 9つが
重要政策と認識され含まれていた。
　2003年、人材育成のため、「ケアサービス員訓練実施
計画」を新たに作り、今まで分かれていた「居宅ケアサ
ービス員」と「患者ケアサービス員」の教育内容を統一
することとなった。
　この後もさまざまな法の改正を行い、2007年には、
日本のゴールドプランや各国の高齢者ケア政策を基に
「長期照顧十年計画」がスタートする。そして、この計
画によって、サービス対象者、サービスモデル、補助原
則、人材育成・管理制度など詳細にわたり規程が作られ
た。10年で 817億台湾ドル（約 2400億円）の財源拠出
が準備された。
5）統合期　2009 年～2016 年

　2010年に行政院衛生署はWHOが提唱する「高齢者
に優しい都市計画‒Age-friendly city」を大きく掲げ、全
県にて現在もさまざまな取り組みに力を注いでいる。ま
た、公的管理機関のケア対象者や法の制定元の違いから
そのサービス管轄が異なり、業務が煩雑になったことか
ら、2013年に大きく①衛生医療、②社会福祉、③退役
軍人、④その他と 4つの部門に分け、衛生署から衛生福
利部と組織を編成した。
　そして、2015年に「長期照顧服務法」が立法院で可
決され、更に、初の小規模多機能サービスを試験的に提
供し始め、翌年に「長期照顧十年計画 2.0」が発表され
る。

2．長期ケアの政策と需要

　台湾の歴史的な政策変遷を振り返ると、長期ケアに関
する政策や法の改正は常に前進している。台湾は中国語
圏であり、また儒教思想を背景に持つため、子が親の老
後の面倒を見ることがあたりまえであった。しかし、平
均寿命が 80を超える時代となれば、家族だけによるケ
アは十分ではなくなった。また、家の中の女性が家族の
世話をするという固定観念も労働構造の変化に伴い、女
性の労働参加率が増加したため、大きく変化した。
　このように、台湾でも寿命の 80越え、労働人口の減
少、女性の社会進出、医療技術の発展などの社会的要因
から、ケアに携わる人材を確保するという、国の政策と

して長期ケアの人材需要にこたえなければならなかった。

　台湾の介護制度を振り返ると、医療制度の構築から始
まり、身体障害者や長期ケアを必要とする人のためのリ
ハビリ診療を導入し、専門的ケアを提供する施設が増え
始めたのが、1993年であった。当時、台湾初の施設は
台北に位置する病院が開設したナージングホームだった。
その 3年後の 1996年、医療制度の下でのナージングホ
ームにかかる費用はとても高く、利用者の家族の負担が
大きかったため、当時の健保局（衛生福利部管轄の医療
保険担当局）は居宅看護とナージングホームを医療保険
対象サービスとし、保険料をベースにした補助金給付制
度によって国民の負担を軽減することにした。このよう
に、台湾初の保険制度下に収められた施設ケアを皮切り
に、国内の長期ケアにおける需要が高まってくる。
　当時の高齢者が利用する施設は疾患による障害を持つ
人や、自立した生活が困難な人を受け入れるためのナー
ジングホームか、健康上に障害のない人が入所できる有
料老人ホーム施設の 2種類しかなかった。台湾は出生率
がアジア諸国の中でも最下位になるまで低く、女性の社
会進出が総労働人口の 50％（行政院主計総所、2014）
を超えるため、家庭内で面倒を見ることが困難とされて
きた。2004年～2014年の統計資料によれば、それぞれ
の施設増加率はナージングホームが 26.5％、有料老人ホ
ームが 61.3％である。このことからも、台湾近年の高齢
者の長期ケアと政策における需要が高まっていることが
分かる。

3．長期ケアの定義とサービス内容

　まず、台湾の人口推移を調べた。国家発展委員会
（2016）が予測する人口推移「中華民国人口推計（2016

～2060）」の報告では、2016年の合計特殊出生率が 1.5

人である場合、出生人口数は 21.6万人に対し、2060年
には 13.7万人と推測されている。一方で、65歳以上人
口の割合は 2016年が 13.2％に対し、2060年は 38.9％と
予測されている。また、2020年には、死亡率と出生率
が逆転し、その後総人口数の減少が予測されている。
　このような、人口推移が予測される中、衛生福利部は
2015年に台湾人口の老化スピードが加速されているこ
とを発表した。2015年では全人口に対し失能者（日本
語の要介護者と同義であり、生活機能を失った障害を持
つ人を指す）数は、75.5万人に達し、2031年には 120

万人になると予測されている。2016年の衛生福利部の
長期ケア政策の報告書では、2016年の障害者人口は 78
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万人に対し、15年後には 120万人になると予測している。
　これらの資料から台湾が高齢化問題を早急に解決しな
ければいけないということが理解できる。

　次に、台湾における「長期照顧 ‒ Long-term care」の
定義を説明する。
　台湾では、「長期照顧」は長期に渡るケアを意味する。
年齢に関係なく子供から高齢者まで、日常生活を送れな
いあるいは生活に支障をきたす障害を持つ人、その他の
条件に当てはまる全ての人を対象者としてそれぞれが必
要とするサービスを提供している。
　1993年、長期照顧専業協会では、サービス対象者と
その内容を以下のように定義した。対象者においては、
障害者・高齢者・家庭内におけるケア提供者とし、それ
らの対象者に生活ケア・医療（診断、予防及び医療）・
看護・リハビリ・社会的サポートなどの提供をすること
を長期ケアと明確化した。
　そのため、社会福祉として大きな枠組みの中に高齢者
ケアが含まれる。
1）ケアを必要とする人に対する定義と施設

　衛生福利部国民長期照護需要調査（2010）では、調査
の第一段階にて要介護人口は高齢者だけではないことが
分かった。その上で、要介護者へ対する定義が 6つ定め
られた。
① IADLsのみの障害
　ADLs点数＞70点、且 8項目の IADLsうち 5項目
以上において支障のある者。

②認知機能のみの障害
　ADLs点数＞70点、且 SPMSQにおいて 6問以上回
答を間違えた者。

③ IADLs及び認知機能の両方に障害
　ADLs点数＞70点、且 8項目の IADLsうち 5項目
以上において支障があり、SPMSQにおいて 6問以上
回答を間違えた者。

④ ADLs点数が 51～70点
⑤ ADLs点数が 31～51点
⑥ ADLs点数が 0～30点
　なお、5歳から 14歳意の児童は年齢が小さいため、
IADLs及び認知機能は障害として含まれない。
　2015年、台湾は新たに「長期照顧服務法」が可決さ
れた。全 7章 66条の内容を含み、年齢を分けず、身分
も分けず、障害別の身心の喪失、長期的なケアを必要と
する人に対し、地域ケアや在宅および施設ケアサービス
を提供することが記されている。

　衛生福利部の 2016年「長照保険制度計画」では、要
介護者の平均介護年数は 7.3年（男性：6.4年；女性：
8.2年）である。この数値からも台湾では、健康な高齢
者や亜健康な人もなるべく予防に力を入れることで、ケ
アの必要性を低くするよう意識している。そこで、本法
には、長期ケアサービスの内容、人材管理、施設管理、
ケアを受ける人の権利保護、サービス発展に関する奨励
措置の 5つの枠組みで構成される。その中でも重要な 5

政策を挙げた。
① 各長期ケアサービスの基本（在宅型、地域型、施設型
の包括的サービスの提供、小規模多機能型サービス）
を統合し法に従う。

② 外国人ケア人材は長期ケア施設に雇用された後、各家
庭にてサービスを提供する。あるいは個人雇用主が直
接雇用することもでき、2つの雇用方法を法令に組み
込む。外国人ケア人材が入国後、雇用主は別途教育訓
練を申請することができる。

③ 照顧服務員（サービス提供者）の長期ケア専門性を確
立する。

④ 長期ケア財源を確保するため基金を設置し、長期ケア
の促進のため資源を提供し、サービス品質及び効率及
びサービスに必要な人材資源の発展的向上と拡大に使
用する。

⑤ 社会的に注目される家庭内ケア提供者も、本法案のサ
ービス対象者として含まれる。

　この法案は可決されてから 2年後に施行されることと
なり、2017年からすでに新しい法令のもとサービスの
提供を試験的に進めている。現在この法ができたことに
より、よりケアを必要とする人に対する定義が明確にな
った。その一部を紹介する。本法第 3条では、長期ケア
サービス法における用語定義にて、長期ケアの対象者を
下記のように定義する。「第一項　身心の失能状態が 6

ヶ月以上継続する者、また個人的なケアを必要とし、生
活の支援・協力、社会参与、ケア及びその他必要な医療
的ケアを必要とする者」
　また、要介護者に対しては、第二項目で定義している。
　「第二項　身体あるいは、認知機能の一部分あるいは
全部において機能を失い、日常生活において助けを必要
とする者。」と、している。
　これらの長期的なケアを必要とする人にサービスを提
供する施設やその分類は本法第 9条と第 21条をもとに
表 1にまとめた。
2）台湾の長期ケアをとりまく介護意識

　台湾の特徴として、健康な高齢者は南地方にくらべ北
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地方にいる高齢者のほうが、家族との同居率が低く、独
居あるいは施設へ移り住む傾向が強い（柯、2004）。ま
た台湾人は平均所得が高くなるにつれ、健康な高齢者や
軽度の障害者は、一人で生活をすることを選択する人が
多く、同時に民間施設へ住み変えることを選択する人が
増加してきたことも研究で明らかになっている（黄、
2017）。老後の面倒は長男が面倒をみるという古くから
の社会的風習や、近年まで定年退職した軍人、公務員、
教員を対象とした年金制度しかなかったため、民間企業
で働く労働者はあらゆる方法で老後に備えて財を築く習
慣がある。そのため、所得の高い高齢者は個人の蓄えで
より良い住環境を選択することができる。このような社
会的背景から、民間の有料老人施設は潤沢な資金を基に
より良いサービスを提供することができ、高齢者の満足
度を高め、顧客を獲得している。
　一方では、公的な補助を頼りに老後を過ごす人たちも
いる。高齢により仕事ができず十分な蓄えも無い高齢者
は選択肢に困り、健康面や生活面で支障が出ると、福祉
政策における公的施設に入居する。しかし潤沢な資金な
どない公的機関では過去において人件費削減のため十分
な人員を配置できなかった。実際に、高齢者の拘束や、
効率化を求めるあまり、限られたマンパワーの中で食事
の時間を働く人の都合に合わせたために、高齢者が食べ
終わっていない食事を無言で下げてしまうことを筆者は、
目の当たりにしたこともある。また、日本ではやっては
いけない丼ごはんにおかずがのせてあるものや、ミキサ
ー食は全てが一皿に混ぜられているものも台湾の施設で
はよくあることだった。このような「その人らしく尊厳
のある」ケアを多くの高齢者は受けられない事実などが、
台湾人の「施設」に対する不信感を増し、マイナスイメ
ージも増大させている。

　もうひとつの特徴として、20年続く外国人介護労働

者の受入れ政策は、介護に対するイメージを悪くした要
因だと考える。台湾は、メイド的な役割としてフィリピ
ンやベトナムなどから外国人介護サービス提供者を受け
入れ、個人の自宅で雇うことにより、施設に親を入所さ
せなくてもよい方法を取り入れてきた。これは、個人に
とってはメリットが二つある。一つは経済的にも家族の
介護負担が少なかったということ、もう一つは住み込み
のため、24時間親の面倒を見てもらえるということで
ある。
　しかし、高齢化現象はすでにアジアにおいてどの国も
避けられない社会問題となり、すでにフィリピンから台
湾への送り出しは停止された。そして、台湾は国内の若
者の教育に力を注ぎ、訓練の強化に関する政策も打ち出
し始めた。
3）介護従事者の社会的地位の低さ

　介護従事者の質は今後の大きな課題である。台湾は今
まで看護師や医療機関がケアを担っていたため、介護の
歴史が短い。そのため、介護における労働市場や人材育
成に関しての研究がまだ少ない。そこで、筆者は労働学
的視点から、介護従事者の所属する労働市場を下記のよ
うにまとめる。
　労働市場における分断構造は、第一次セクターと第二
次セクターの二つに分断された二重動労市場によって構
成されているといわれている。様々な論説はあるものの、
労働市場における二重構造とは、大企業と零細企業に区
分するものもあれば、労働者の賃金格差による労働市場
の二分化を指したりする。そこで、第一次セクターを正
規雇用と第二次セクターを非正規雇用の角度でとらえた
場合、地域性や社会の変容にともない、従来の第一次が
メインセクターに対し、第二次セクターは日雇いやパー
トあるいは女性雇用といった社会的弱者とみなされる労
働者が集まる市場とされている考え方は、まさに台湾の
介護従事者に当てはまるのである。台湾では介護職は最

表 1．台湾の長期ケアサービス提供内容および提供場所

項目 種類 内容 提供場所

サービス内容

1．在宅ケア ケア対象者の自宅でサービスを提供 要介護者の自宅

2．地域ケア ディサービス・シッターサービス・ショートステイ・グルー
プホーム・小規模多機能・その他複合的サービスの提供 地域

3．施設宿泊ケア 要ケア対象者が長期宿泊をし、終日および夜間のケアを受け
られるサービスを提供 宿泊型ケア施設

4． 自宅ケアをしている
人へのサポート

自宅でケアをしている人に対し、支援ができる場所を提供し
たり、専門家が自宅まで行きサポートしたりできるサービス
の提供

総合サービス提供場所

5． 中央政府より別途定
められたケア 上記サービス内容は各施設より提供できるようにする 政府が定める提供元
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後の職業選択になっていることや、中高年女性や低学歴
女性といった、社会的地位の低い人がこの業種に属して
いた。このことからも典型的な二重労働市場の枠からで
ていないといえる。すなわち、人種や性別などによる差
別的雇用慣行によって市場が形成されていることがわか
る。
　しかし、近年高齢者ビジネスに火がつき、多くの教育
機関は学生確保のために、高齢者関連の教育事業をはじ
め、人材の育成に力を入れ始めた。だが、国としての一
定の人材育成基準や政策に似合った人材創出法案などが
ないため、学歴はあるが個々の提供するサービス品質に
ばらつきが見られている。

4．長期照顧十年計画 2.0 における新たな挑戦

　高齢者ケアに関わる法律は、1980年に施行された「老
人福利法」および、2015年に可決された「長期照顧服
務法」の二つに準拠する。前述したように、新たな長期
照顧服務法には 5つの政策目標が掲げられている。サー
ビス対象者は高齢者のみではないが、介護を必要とする
人へサービスを提供できるよう、台湾は地域の役割を
ABCの 3レベルに分け、それぞれの役割を明確にした。
1）長期照顧十年計画 1.0 の課題

　2007年～2016年、長期照顧十年計画 1.0を推進し、
サービス提供の側面と利用者の側面からいくつかの課題
を衛生福利部はまとめてある。
　まず、提供の側面では、①予算が大きく不足している
②サービス提供者を育成する必要がある③照顧管理専門
員 2）人数不足のため、増加が必要　④施設のケア品質に
ばらつきがある⑤地域ケアと在宅サービスの内容が不十
分⑥長期ケアサービスの周知が必要⑦行政作業が煩雑す
ぎるため人事効率が悪い⑧都市と地方の資源発展に差が
ありすぎる⑨長期ケア情報と関連するサービス資源の統
合が必要、の 9項目であった。
　利用者の側面では、①ケアに必要な費用補助とアセス
メントが利用者の期待と合わず、またサービスの申請方
法や項目内容や利用時間などもニーズに対応できなかっ
たため 4割の利用者しかいない②ショートステイサービ
スは自宅でケアをしている人のニーズに合わないため、
自宅でケアをする人にも適したサポート体制とシステム
を構築する必要がある、と報告されている。
2）長期照顧十年計画 2.0 の特色

　十年計画 1.0の課題を踏まえ、台湾はタバコ税、酒税
と贅沢税 3）を大きな財源とし、新たな計画に踏み出した。
特色として、以下の 4つを推進する。

（1）「見つかる」、「見える」、「使える」の 3大原則

　サービスを必要とする人が長期ケア管理センターを見
つけやすいように、市町村や地域のなかで十分な宣伝や
告知をするようにした。またホットラインも設置し、い
つでも情報を得られるようにした。
（2）サービス範囲の拡大、新たな試みと統合、連携

　サービス範囲の拡大においては、対象者を 50歳以上
の認知症患者や 49歳以下の身心障害者に拡大し、補助
金も調整する。また地域の巡回型送迎システムも作り、
バスや運転手を配置し全ての人が必要なケアを受けられ
るように交通サービスを構築する。入所型の施設に関し
ては、中低所得者施設の費用を引き上げ、質の向上も目
指す。ショートステイサービスは対象者を拡大し、ディ
サービスセンターでも提供できるようにする。
　新たな試みや統合に含まれるものとして、（a）認知症
ケア　（b）原住民地区の地域包括型サービス　（c）小規模
多機能サービス　（d）家庭介護者のサポート拠点の設置、
である。
　また、利用者の要介護「前」と「後」に注目し、「前」
では予防や筋肉強化訓練や嚥下機能の保持などを提唱す
る活動も取り入れるとしている。「後」では、退院計画
及び退院後のケアプラン作成や施設や地域との連携を各
県の長期ケア管理センターが担うと明記した。
（3）8項目から 17 項目まで拡大

　もともとの長期ケアサービスには 8つのサービスが含
まれていた。
　（1）ケアサービス（居宅サービス・ディサービス及び
家庭宅老）、（2）送迎、（3）食事、（4）補助器具の購入やレ
ンタルとバリアフリーなどの住環境の改善、（5）訪問看
護、（6）訪問・地域リハビリ、（7）ショートステイ、（8）
長期入所型施設サービス、であった。
　更に以下の 9つのサービスが追加された。
　（1）認知症ケア、（2）原住民地区の総合的サービス、
（3）小規模多機能サービス、（4）家庭介護者のサポートサ
ービスセンターの設置、（5）地域包括型サービスの提供、
複合型ディサービスセンターと街角ケアセンターの設置、
（6）地域予防ケア、（7）障害症状の予防とケア、（8）退院
準備サービス、（9）在宅医療、である。
　上記の内容から地域に密着した包括的なサービスの提
供をしようとしているのが分かる。
（4）サービスモデルにおける拠点地サービス

　まず、拠点といわれるレベル A、B、Cについて説明
する。表 2は筆者が作成した日中対照表であるが、日本
の用語の意味と類似するものであって、同等ではないこ
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とを明記する。

　この 3つの A、B、C、を拠点にサービスを提供する。
レベル Aとレベル Bは以前からあったが、レベル Cは
新たに設置することになった。長期ケア管理センターの
専門員と地域の健康ケアチームが利用者管理やその他サ
ービスの提供管理をする。この 3つの拠点が連携し、利
用者の保健予防、健康促進、ケアサービスなど多岐にわ
たるサービスを提供する。同時に家庭内介護者にも適切
なケア技術の指導やショートステイサービスを提供する
ことで、介護者の負担を少なくすることを目的にしてい
る。
3）地域包括型サービスシステムについて

　住み慣れた地域で歳を取ることを目指し、台湾は地域
ケアを充実する計画を策定した。台湾には中央政府によ
る直接の管轄市が 6つあり、その他 13県、3市が国の
定めた法に則って各サービスの提供と長期ケアに関する
運営を行っている。

　図 1は、X市のレベル A、レベル B、レベル Cの関
係を表したものである。点線の一番外の枠を　　　レベ
ル Aとし、その次の　 をレベル Bとする。そしてレベ
ル Bの中にある　が、レベル Cである。

【レベル A】　地域包括型サービスセンター
　衛生福利部はそれぞれのレベルの役割や大きさを商店
に例えている。レベル Aは長期ケアの「総本店」とさ
れる。ここでは、該当する地域の長期ケア管理センター

が定めたサービス計画を遂行するためレベル Bや Cの
調整役としてさまざまな資源の連結を担うよう求められ
ている。次に該当地域のサービス内容及び質の向上のた
め、未開発のサービス内容を遂行することも求められて
いる。最後に、情報提供と宣伝広報の役割も求められて
いる。
　レベル Aの役割を担えるのは、総合病院や小規模多
機能施設、保健所、ディサービス、ナージングホームな
ど。ここには、医師、看護師、作業療法士、物理療法士、
社会福祉士、栄養士、ケアサービス員など専門職が集ま
ってケアチームを組織しなければレベル Aとして活動
できない。
　レベル B、レベル Cに対しこのケアチームは教育指
導や予防サービスの提供も重要な役割のひとつである。
　目標は、各市町村に少なくても一箇所は設置し、人口
密度によりその数を調整する。今後台湾全土で 469箇所
の設置を目指す。

【レベル B】　複合型ディサービスセンター
　レベル Bは、専門店として例えられている。地域ケ
アのサービス向上を求められており、より住民に近い場
所で多様なサービスを提供できるようにしなければなら
ない。在宅サービスとディサービスの複合的なサービス
提供、或いは福祉と医療に関わる長期ケアサービスの提
供を優先的に実施する。そして提供場所は限られた地域
とし、レベル Aと協力して未開発のサービスを提供す
ることも重要な任務である。
　更に、レベル Cに対する監督責任もあり、人材の支
援や専門技術などのサポートもしなければいけない。
　レベル Bはディケアセンター、宅老所、保健所、リ
ハビリセンター、診療所などに設置ができ、より利用者
に活用してもらえるサービスの提供ができる。
　中学校区に一箇所の設置とし、829箇所を目指す。

【レベル C】　街角ケアステーション
　商店に例えると、雑貨屋だという。訪問看護ステーシ
ョン、訪問介護ステーション、農協や漁協事務所、地域
発展協会、社会福祉団体などを活動可能場所としている。
　ここでは、短時間の軽度障害者や衰弱者のケアサービ
スを提供し、予防的な保健指導や電話によるケア、自宅
訪問、配膳サービス、体操教室など、多岐にわたる内容
が含まれている。設置範囲とすると、3地区に一箇所を
置き、目標は 2,529箇所を目指している。

表 2．台湾長期ケア拠点名称の日中対照表

レベル 中国語 日本語訳

レベル A 社区整合型服務中心 地域包括型サービスセン
ター

レベル B 複合型日間服務中心 複合型ディサービスセン
ター

レベル C 巷弄長照站 街角ケアステーション

図 1．レベル A、B、C関係図



佐久大学 信州短期大学部紀要，第 29巻，1-10（2018.3）

8

　このような理想的な政策を掲げているが、実際にはど
のような成果が得られているのかは本研究では見えてこ
ない。政策を掲げる政府が介護を提供する市場と介護を
必要とする人々が存在する市場がどの程度バランスを保
てるかが今後の焦点になる。

Ⅲ．考察

　日本の地域医療や高齢者ケアに関するシステムと環境
を多くの医師や看護師、学者が台湾から学びにくると、
台湾の新しい長期照顧十年計画 2.0が目指すものと類似
しているという。しかし、それでも、日本のシステムや
日本のケアが行き届いているという感想のなかで、課題
として大きく取り上げられるのが「人材不足」である。
　前述したように、台湾では外国人介護従事者と台湾籍
の介護従事者が存在する。外国人が従事できる介護労働
は、介護施設勤務と利用者の個人宅での 24時間住み込
みケアのどちらかに登録をすることで居留申請ができる
のに対し、台湾籍介護従事者は就労場所の縛りは存在し
ない。
　ここで注目したのはこの 2タイプの労働者の人数であ
る。2006年の外国人介護従事者数は 33万人に対し、
2016年には 62万 4千人が台湾に存在する。一方台湾国
籍の介護従事者数は、2006年が 8,075人、2016年 6月
末統計では、10,775人である。

　需要と供給の観点から述べると、必要な人に必要なサ
ービスと供給量を与えれば、本来問題が無いはずである。
しかし、言葉や文化を熟知していない外国人が受け入れ
られるのはもう一つの中華文化の影響と考えられた。そ
れが「召使文化」である。老親のために、24時間の付
き添いを雇うことが親孝行ともとられるこの風習は、台
湾家庭ではいまだに好まれる傾向にある。それ故、外国
人介護従事者の導入は継続している。しかし、高齢者の
高齢化と疾病の複雑化によるケアの専門性が問われてき
た現在、専門的な介護教育を受けていない外国人のケア
の質が指摘されはじめている。
　このような背景も鑑みながら、以下では、労働市場に
おける介護従事者をどのようにとらえたらよいのか考察

する。

1．サービス内容と人材の質のバランスが不均等

　高齢者に対するサービスは老人福利法が制定された後
もさまざまな内容が打ち出されてきた。多種族多文化の
特徴を持つ台湾では、サービス提供者の生活意識や価値
観において地域格差や文化格差が存在するため、生活支
援に関わるサービス供給の内容が一定しない。その格差
がなくなり、基本的な生活支援サービスが一定の質を保
つようになるには、教育体制とその内容を確立する必要
があると考えるが、この部分に関してはまだ時間が要す
るだろう。
　また介護職を選ぶ労働者の多くは経済的理由によりこ
の職業につく人が多く、職場やサービス領域において
「初心者」サービス提供人材とされているため、専門職
人材として地位の向上に結びつかないと指摘する（林、
羅、2015）。そのような社会的認識の中では介護従事者
は自らの社会的価値や地位に尊厳を持てるはずがない。
　新しい長期照顧十年計画 2.0の中でも、人材の育成、
専門性の向上に力を入れると重要課題として政策に取り
入れているため、多くの団体では介護従事者への教育訓
練を行っているが、明確な教育内容や到達レベルなどが
国からも明記されていない。人材の育成についても、創
出する人材像やその人材を通して提供するサービスの質
の一定化を目指して、統一したシステムを構築するべき
だと考える。

2．介護人材の教育体制が不十分

　衛生福利部の資料によれば、2017年に不足している
介護従事者は 4,525人～12,211人である。今後も介護従
事者の需要は増加すると見込まれている。
　人材不足が分かっている台湾は、近年養成校が増加し
ている。日本の介護福祉士養成校は 2年のカリキュラム
に対し、台湾は 4年制大学で介護学科を有するところが
たくさんある。しかし、日本の国家試験に相当する試験
も無く、200時間未満の研修によって得られる介護サー
ビス提供者に与えられる資格は、台湾でも等級の低い認
定資格であり、取得条件も初等教育以上の学歴を持つも
のとされているため社会的地位が低い。
　その中で、大学 4年間で介護や福祉の勉強をした学生
が得られる資格は 200時間未満の研修と同等の認定資格
でしかなく、学歴取得目的で入学する学生もいることは、
人材の質向上にはあまり貢献できていないと考える。し
かし、それでも介護に就労を希望する若者がいるのだが、

表 3．台湾籍と外国籍の介護従事者数（人）

台湾国籍 外国籍
2006年 8,075 338,755

2016年 10,775 624,768
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現実問題、卒業後に入った職場では、経済的理由でこの
職に就く人や質の低い外国人労働者と同じ職場で働くこ
とで自らの社会的地位が低く見られることに耐えられず
離職する人もいる。
　このような労働市場でみられる問題を解決するには、
教育側或いは職場側だけで解決できることはなく、政策
のなかでもっと明確に教育内容も明示していかなければ
ならない。

3．サービス拠点の設置

　2017年 9月 4日～9月 7日まで佐久市の高齢者介護の
視察に来た宜蘭県衛生局の方々の意見では、財源は十分
にあるという。レベル A、B、Cの設置はそれぞれに細
かい申請方法や補助金などの決まりがあるため、拡大す
るにはもう少し時間が必要である。
　前述した需要と供給からみると、サービス拠点の設置
を供給と考えると、人材と拠点はソフト面とハード面と
して受け取ることができる。ハード（施設、拠点）をい
くら増やしても、その中でサービスを提供する人材がい
なければ、意味がない。
　また日本のような利用者が介護認定レベルごとに使用
できる保険制度ではなく、病状や体の状態、収入によっ
て決定される補助金制度では、サービス拠点を作ったと
しても、多くのサービスを必要とする利用者の元にはな
かなかサービスが届かないことが分かった。
　また ABCは縦横の連携によって形成されるものであ
り、現行の高齢者ケアサービスを提供している施設にと
って、内部管理をメインとする運営形態であった場合、
経営者は新しいことに手をだすより現状を保持すること
で収支バランスが保たれれば、民間による動きは期待で
きないといえる。これらもレベル A、B、C拠点の拡大
を阻む要因ではないかと考える。
　また、現行のシステムをこのような大きなシステムに
移行する際、誰が指揮をとり遂行するのか、このシステ
ムを構築するためにどのくらいの費用がかかるのか、こ
れらの事がまったく明示されていないことも台湾の国民
にとっては大きな不安となり、今後もこのシステムを進
めるのか現在不明確になってしまった。よって、本シス
テムについては今後も研究を続けたいと思う。

Ⅳ．まとめ

　台湾が直面する高齢化問題や人材不足問題は多面的な
解決策を講じなければならない。人材育成におけるイン

プットとアウトプットや、職場環境、そして介護サービ
ス政策とのリンクなど、さまざまな専門科の知恵を集約
して構築しなければいけないだろう。
　この先、台湾も認知症高齢者が増加する一方で、早急
に専門職を育てる方法を見つけなければならない。政策
が打ち出された今、高齢者が安心して生活を送れるよう
労働者が快く働ける場所を作ることも必須である。
　台湾もわずか 40年でさまざまな政策を打ち出し、1、
2年の短い期間で次々に新しい挑戦をしている。この政
策が持続可能な社会を作り出すには、政府や施設や病院
だけでなく、地域で生活をする国民の認識を変え、介護
の社会的地位を向上させることも必要である。人種や性
別などの差別的な認識がなくなり、全ての人が互いの尊
厳を敬い共存することを願いたい。
　日本の地域包括ケアシステムで活躍する人々と台湾の
地域ケアにこれから関わる人々はどのように「地域」を
とらえ、どのような「ケア」を提供するプラットフォー
ム構築をしていくのか今後も研究を続けたいと考える。

【注】

1）現在長期ケア管理センターは全国に 22箇所設置さ
れ，衛生福利部の中の公的部門として運営している．
ここは，ケアが必要な国民がいつでも情報や相談が
できる場所として設置され，なお長期ケアに詳しい
専門員が個人に必要とされるケアサービスを計画し
たり調整したりする大事な役割を担っている．

2）照顧管理専門員とは，日本における地域包括支援セ
ンターで働くケアマネージャーと類似する．資格と
しては，医師，看護師，栄養士，薬剤師，作業療法
士，物理療法士，公衆衛生修士，社会福祉修士の資
格を有し，2年以上の長期ケアにおける経験がある
者がなれる．社会福祉の学士は 4年の経験を必要と
する．

3）2011年 6月から始まった贅沢税（Luxury tax）は，
1000万円相当以上の自家用車やヨット，プライベ
ートジェットなどを所有した際に課される税金であ
る．そのほかにも細かい規則がある．
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